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端末設備の接続に関する法規

第１問 次の各文章の 内に、それぞれの の解答群の中から、｢電気通信事業法｣又

は｢電気通信事業法施行規則｣に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

(小計２０点)

(１) 電気通信事業法に規定する｢端末設備の接続の技術基準｣又は電気通信事業法施行規則に規定

する｢利用者からの端末設備の接続請求を拒める場合｣について述べた次の文章のうち、誤って

いるものは、 (ア) である。 (４点)

① 端末設備の接続の技術基準は、電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及

ぼさないようにすることが確保されるものとして定められなければならない。

② 端末設備の接続の技術基準は、電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を

与えないようにすることが確保されるものとして定められなければならない。

③ 端末設備の接続の技術基準は、電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用

者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすることが確保されるもの

として定められなければならない。

④ 電気通信事業者は、利用者から端末設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の

請求を受けたときは、その接続が指定認定機関で定める品質規格を満たさない場合を

除き、その請求を拒むことができない。

⑤ 電気通信事業者は、利用者から、端末設備であって電波を使用するもの(別に告示

で定めるものを除く。)及び公衆電話機その他利用者による接続が著しく不適当なも

のの接続の請求を受けた場合は、その請求を拒むことができる。

(２) 電気通信事業法に規定する｢基礎的電気通信役務の提供｣及び｢利用の公平｣について述べた次

の二つの文章は、 (イ) 。 (４点)

Ａ 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努

めなければならない。

Ｂ 電気通信事業者は、端末設備の技術基準適合認定審査の実施について、不当な差別的取扱

いをしてはならない。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

(３) 総務大臣は、電気通信事業の用に供する電気通信設備が総務省令で定める技術基準に適合し

ていないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準

に適合するように当該設備を修理し、若しくは (ウ) することを命じ、又はその使用を制

限することができる。 (４点)

① 置 換 ② 休 止 ③ 調 整 ④ 設計変更 ⑤ 改 造

(４) 電気通信事業法に規定する｢工事担任者資格者証｣について述べた次の二つの文章は、

(エ) 。 (４点)

Ａ 総務大臣は、工事担任者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総

務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者に対し、工事

担任者資格者証を交付する。

Ｂ 総務大臣は、電気通信事業法の規定により工事担任者資格者証の返納を命ぜられ、その日

から２年を経過しない者に対しては、工事担任者資格者証の交付を行わないことができる。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない
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(５) 総務大臣は、電気通信事業者が重要通信に関する事項について (オ) していないと認め

るときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度

において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 (４点)

① 技術基準に適合 ② 運用方法を規定 ③ 適切に配慮

④ 管理規程を遵守 ⑤ 他の電気通信事業者と協議

第２問 次の各文章の 内に、それぞれの の解答群の中から、｢工事担任者規則｣、

｢端末機器の技術基準適合認定等に関する規則｣又は｢有線電気通信法｣に規定する内容に照らして

最も適したものを選び、その番号を記せ。 (小計２０点)

(１) 工事担任者規則に規定する｢資格者証の種類及び工事の範囲｣について述べた次の文章のうち、

誤っているものは、 (ア) である。 (４点)

① ＡＩ第二種工事担任者は、アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事

のうち、端末設備等に収容される電気通信回線の数が５０以下であって内線の数が

２００以下のものに限る工事を行い、又は監督することができる。また、総合デジタル

通信用設備に端末設備等を接続するための工事のうち、総合デジタル通信回線の数が

毎秒６４キロビット換算で５０以下のものに限る工事を行い、又は監督することができる。

② ＡＩ第三種工事担任者は、アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事の

うち、端末設備に収容される電気通信回線の数が１のものに限る工事を行い、又は監

督することができる。また、総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工

事のうち、総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで１のものに限る工事を

行い、又は監督することができる。

③ ＤＤ第二種工事担任者は、デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事

のうち、接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒１ギガビット以下のものに

限る工事を行い、又は監督することができる。ただし、総合デジタル通信用設備に端

末設備等を接続するための工事を除く。

④ ＤＤ第三種工事担任者は、デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事

のうち、接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒１ギガビット以下であって、

主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限る工事を行い、又は監

督することができる。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するため

の工事を除く。

(２) 工事担任者規則に規定する｢資格者証の再交付｣及び｢資格者証の返納｣について述べた次の

二つの文章は、 (イ) 。 (４点)

Ａ 工事担任者は、他の種別の工事担任者試験に合格したときは、工事担任者資格者証の再交

付の申請書に資格者証及び写真１枚を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

Ｂ 工事担任者資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から１０日以内にその

資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後失った資格者

証を発見したときも同様とする。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない
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(３) 端末機器の技術基準適合認定番号について述べた次の二つの文章は、 (ウ) 。 (４点)

Ａ デジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器に表示される技術基準適合認定番号の最

初の文字は、Ｃである。

Ｂ インターネットプロトコル電話用設備に接続される端末機器に表示される技術基準適合認

定番号の最初の文字は、Ｅである。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

(４) 総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が有線電気通信法の規定に基

づく政令で定める技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、

又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えると認めるときは、その妨害、危害又は

損傷の (エ) のため必要な限度において、その設備の使用の停止又は改造、修理その他の

措置を命ずることができる。 (４点)

① 発見及び改善 ② 把握及び対策 ③ 軽減又は救済

④ 調査及び分析 ⑤ 防止又は除去

(５) 総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線

電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは (オ) の

ために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用

させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。(４点)

① 人命の救助又は治安の維持 ② 生活必需品の配布又は住民の避難

③ 水道、ガスの復旧又は食糧の供給 ④ 電力の供給の確保若しくは秩序の維持

⑤ 財産の保全若しくは住民の保護

第３問 次の各文章の 内に、それぞれの の解答群の中から、｢端末設備等規則｣に

規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。 (小計２０点)

(１) 用語について述べた次の文章のうち、誤っているものは、 (ア) である。 (４点)

① アナログ電話端末とは、端末設備であって、アナログ電話用設備に接続される点に

おいて２線式の接続形式で接続されるものをいう。

② インターネットプロトコル電話端末とは、端末設備であって、インターネットプロ

トコル電話用設備に接続されるものをいう。

③ デジタルデータ伝送用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であっ

て、デジタル方式により、専ら音響又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の

用に供するものをいう。

④ 専用通信回線設備等端末とは、端末設備であって、専用通信回線設備又はデジタル

データ伝送用設備に接続されるものをいう。

⑤ 通話チャネルとは、移動電話用設備と移動電話端末又はインターネットプロトコル

移動電話端末の間に設定され、主として音声の伝送に使用する通信路をいう。
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(２) 責任の分界又は安全性等について述べた次の文章のうち、誤っているものは、 (イ) で

ある。 (４点)

① 利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするた

め、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。

② 分界点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備

から容易に切り離せるものでなければならない。

③ 端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備と
きょう

の間において、使用電圧が３００ボルト以下の場合にあっては、０.２メガオーム以上

であり、３００ボルトを超え７５０ボルト以下の直流及び３００ボルトを超え６００

ボルト以下の交流の場合にあっては、０.４メガオーム以上である絶縁抵抗を有しなけ

ればならない。

④ 通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な誘導雑音が発生すること

を防止する機能を備えなければならない。

⑤ 端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が１００オーム以下となるよう

に接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合に

あっては、この限りでない。

(３) ｢鳴音の発生防止｣について述べた次の二つの文章は、 (ウ) 。 (４点)

Ａ 端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音を発生することを防止するために電気通信

事業者が定める条件を満たすものでなければならない。

Ｂ 鳴音とは、電気的又は光学的結合により生ずる発振状態をいう。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

(４) 端末設備内において電波を使用する端末設備は、総務大臣が別に告示するものを除き、使用

する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより

判定を行い、空き状態である場合にのみ (エ) ものでなければならない。 (４点)

① 回線を認識する ② 通信路を設定する

③ チャネルを選択 ④ 電源回路を接続する

⑤ 電波を検出する

(５) ｢配線設備等｣について述べた次の二つの文章は、 (オ) 。 (４点)

Ａ 配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であって人間の聴覚率を考慮して定め

られる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。)は、絶対レベルで表した値で定常

時においてマイナス６４デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス５８デシベル

以下であること。

Ｂ 配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流２００ボルト以上の一の電

圧で測定した値で２メガオーム以上であること。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない
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第４問 次の各文章の 内に、それぞれの の解答群の中から、｢端末設備等規則｣に

規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。 (小計２０点)

(１) アナログ電話端末の｢発信の機能｣、｢緊急通報機能｣又は｢直流回路の電気的条件等｣について

述べた次の文章のうち、正しいものは、 (ア) である。 (４点)

① 自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから３秒以上経過

後に選択信号の送出を開始するものであること。ただし、電気通信回線からの発信音

又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この

限りでない。

② 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気

通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後３分以内に直流回路を開

くものであること。

③ アナログ電話端末であって、通話の用に供するものは、電気通信番号規則に規定す

る電気通信番号を用いた警察機関、海上保安機関又は気象機関への緊急通報を発信す

る機能を備えなければならない。

④ ダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、３０マイク

ロファラド以下であること。

⑤ アナログ電話端末は、電気通信回線に対して音声周波以外の交流の電圧を加えるも

のであってはならない。

(２) アナログ電話端末の｢選択信号の条件｣における押しボタンダイヤル信号について述べた次の

二つの文章は、 (イ) 。 (４点)

Ａ 信号周波数偏差は、信号周波数の±１.５％以内でなければならない。

Ｂ 周期とは、信号送出時間とミニマムポーズの和をいい、その値は３０ミリ秒以上でなけれ

ばならない。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

(３) 移動電話端末の｢基本的機能｣又は｢発信の機能｣について述べた次の文章のうち、誤っている

ものは、 (ウ) である。 (４点)

① 発信を行う場合にあっては、発信を要求する信号を送出するものであること。

② 通信を終了する場合にあっては、チャネル(通話チャネル及び制御チャネルをいう。)

を切断する信号を送出するものであること。

③ 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気

通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後３分以内にチャネル(通

話チャネル及び制御チャネルをいう。)を切断する信号を送出し、送信を停止するも

のであること。

④ 自動再発信を行う場合にあっては、その回数は２回以内であること。ただし、最初

の発信から３分を超えた場合にあっては、別の発信とみなす。

なお、この規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。

(４) 直流回路を閉じているときのアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗値は、２０ミリアンペア

以上１２０ミリアンペア以下の電流で測定した値で５０オーム以上３００オーム以下でなけれ

ばならない。ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末

までの線路の直流抵抗値の和が (エ) 以下の場合にあっては、この限りでない。 (４点)

① ３０オーム以上１,５００オーム ② ５０オーム以上１,７００オーム

③ ７０オーム以上１,９００オーム ④ １００オーム以上２,０００オーム

⑤ １２０オーム以上２,２００オーム ⑥ １５０オーム以上２,５００オーム



Ｎ－25

(５) 総合デジタル通信用設備に接続される端末設備の｢電気的条件等｣及び｢アナログ電話端末等と

通信する場合の送出電力｣について述べた次の二つの文章は、 (オ) 。 (４点)

Ａ 総合デジタル通信端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び磁気的条件のいずれか

の条件に適合するものでなければならない。

Ｂ 総合デジタル通信端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあっては、通話の用に供す

る場合を除き、総合デジタル通信用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル

信号をアナログ信号に変換した送出電力は、平均レベルでマイナス３dＢm以下でなければな

らない。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

第５問 次の各文章の 内に、それぞれの の解答群の中から、｢有線電気通信設備

令｣、｢有線電気通信設備令施行規則｣、｢不正アクセス行為の禁止等に関する法律｣又は｢電子署名

及び認証業務に関する法律｣に規定する内容に照らして最も適したものを選び、その番号を記せ。

(小計２０点)

(１) 有線電気通信設備令に規定する用語について述べた次の文章のうち、正しいものは、

(ア) である。 (４点)

① ケーブルとは、光ファイバ以外の絶縁物のみで被覆されている電線をいう。

② 高周波とは、周波数が３,０００ヘルツを超える電磁波をいう。

③ 線路とは、送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中

継器その他の機器をいい、これらを支持し、又は保蔵するための工作物を除く。

④ 離隔距離とは、線路と他の物体(線路を含む。)とが気象条件による位置の変化によ

り最も接近した場合におけるこれらの物の間の距離をいう。

⑤ 強電流電線とは、強電流電気の伝送を行うための導体のほか、つり線、支線などの

工作物を含めたものをいう。

(２) 有線電気通信設備令に規定する｢架空電線と他人の設置した架空電線等との関係｣及び｢架空電

線の支持物｣について述べた次の二つの文章は、 (イ) 。 (４点)

Ａ 架空電線は、架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持

物のうちいずれか低いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるとこ

ろによらなければ、設置してはならない。

Ｂ 架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上２.５メートル未満

の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

(３) 屋内電線と低圧の屋内強電流電線が３０センチメートル以下に接近する場合には、屋内電線

は、屋内強電流電線との離隔距離を１０センチメートル(屋内強電流電線が強電流裸電線である

ときは、３０センチメートル)以上とするように設置しなければならない。ただし、屋内強電流

電線が (ウ) ボルト以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の

隔壁を設置するとき、又は屋内強電流電線が絶縁管(絶縁性、難燃性及び耐水性のものに限る。)

に収めて設置されているときは、この限りでない。 (４点)

① ３００ ② ４５０ ③ ５００ ④ ６００ ⑤ ７５０
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(４) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律における｢定義｣に規定されている、識別符号になり

得る符号の条件について述べた次の二つの文章は、 (エ) 。 (４点)

Ａ 当該利用権者等の署名を用いて総務大臣が定める方法により作成される符号であること。

Ｂ 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされ

ている符号であること。

① Ａのみ正しい ② Ｂのみ正しい ③ ＡもＢも正しい ④ ＡもＢも正しくない

(５) 電子署名及び認証業務に関する法律において電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その

他 (オ) することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。 (４点)

① 第三者は内容を解読 ② 外部からは容易に攻撃

③ 人の知覚によっては認識 ④ 本人以外は任意に改変

⑤ 不正な方法では内容を認証



試験問題についての特記事項 

(1) 試験問題に記載されている製品名は、それぞれ各社の商標又は登録商標です。 

なお、試験問題では、R 及び TM を明記していません。 

(2) 問題文及び図中などで使用しているデータは、すべて架空のものです。 

(3) 試験問題、図中の抵抗器、トランジスタなどの表記は、新図記号を用いています。 

  ［例］

(4) 論理回路の記号は、ＭＩＬ記号を用いています。 

(5) 試験問題では、常用漢字を使用することを基本としていますが、次の例に示す専門的用語などについては、 

常用漢字以外も用いています。

［例］ ・迂回(うかい) ・筐体(きょうたい)  ・輻輳(ふくそう) ・撚り(より) ・漏洩(ろうえい) など 

(6) バイト〔Byte〕は、デジタル通信において情報の大きさを表すために使われる単位であり、一般に、２進数の 

８桁、８ビット〔bit〕です。 

(７) 情報通信の分野では、８ビットを表すためにバイトではなくオクテットが使われますが、試験問題では、一般 

に、使われる頻度が高いバイトも用いています。

(8)  試験問題のうち、正誤を問う設問において、句読点の有無など日本語表記上若しくは日本語文法上の誤り 

だけで誤り文とするような出題はしておりません。

(9)  法令に表記されている「メグオーム」は、「メガオーム」と同じ単位です。 

(10)  法規科目の試験問題において、個別の設問文中の「 」表記は、出題対象条文の条文見出しなどを表して 

います。また、出題文の構成上、必ずしも該当条文どおりには表記しないで該当条文中の(   )表記箇所  

の省略や部分省略などしている場合がありますが、(   )表記の省略の有無などだけで正誤を問うような出題は 

しておりません。

新 図 記 号 旧 図 記 号 新 図 記 号 旧 図 記 号


